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北海道医師養成確保修学資金  

貸付制度の手引き  
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北海道地域医師連携支援センター  

（北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課） 



 

 

修学資金を借りている皆さんへ  

（必ず読んでください） 

 

○　この手引きは、①修学資金の制度概要、②大学在学中（修学資金を借り

受けている期間）の手続き、③卒業後に貸付金の返還が免除されるまでの

手続き等について記載してありますので、大切に保管して活用してくださ

い。  

 

○　今後、手続き等に変更があった場合には、その変更の都度お知らせしますの

 で、必ずファイルに保管するなどして、紛失しないようにご留意ください。

 

○　修学資金を借り受けた皆さんは、在学中及び卒業後の定められた期間内

においては、５～６ページにある届出及び毎年の報告を行う義務がありま

す。諸手続きは、期日を必ず守ってください。  

 

○　修学資金の目的や返還免除については、次のとおりですが、詳しくはこ

の手引きの中に記載してありますので、確認してください。  

 

　・　修学資金制度の目的  

この制度は、将来医師が不足する地域に所在する公的医療機関等に勤

務しようとする方に対し、その修学に必要な資金の貸付けを行い、もっ

て地域医療を担う医師の養成及び確保を図ることを目的としています。  

 

　・　修学資金の返還免除について  

修学資金は、卒業後１年以内に国家試験に合格し、知事が指定する道

内の公的医療機関等に定められた期間従事した場合に返還が免除されま

す。免除の要件は、２頁を参照してください。  

要件に合致しない場合は、返還していただくことになります。  

 

　・　手続きについて不明な点がある場合には下記にお問い合わせくださ　

　　い。  

  北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課  

  　 〒060-8588  札幌市中央区北３条西６丁目  

     直通電話　011-204-5214 

     E - m a i l   hofuku.tiikiishi1@pref.hokkaido.lg.jp 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 






